
***安全衛生規程を作成しましょう*** 
 

 

◆安全衛生規程を作成して、「安全衛生活動の現状調査票」の 

【3】安全衛生活動に関する事項について 

   ３．安全衛生規程の作成  に〇が付けられるようにしましょう！ 

 

※第３次労働災害防止計画の重点項目である「安全衛生規程の作成」を 

お願いします。 

 

全国産業資源循環連合会から「安全衛生規程作成支援ツール」が出ております

ので、是非とも活用して作成してください。 

https://www.zensanpairen.or.jp/kitei/form.html 

このツールを使うと簡単に「安全衛生規程」が作成できます。 

 

★ 必ず、自社に合うように見直し・訂正をしてください。 

 

また、協会ホームページ会員専用コーナーの『研修会・セミナー等の案内』から 

安全衛生規程作成の研修動画をご覧いただけます（視聴期限１月３１日） 

是非ご活用ください。 

 

https://www.zensanpairen.or.jp/kitei/form.html

